
＜月次報告様式＞

別表第２　令和７年度　公文書開示（３月決定分）
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決定区分 （根拠規定）条例７条

⑴ 東京消防庁田園調布消防署久が原出張所旧庁舎（７）解体工事
⑵ 西東京消防署（７）給排水衛生設備改修工事
⑶ 東京消防庁旧双葉町都職員住宅（７）解体工事
⑷ 丸の内消防署有楽町出張所仮庁舎(7)改修工事
⑸ 志村消防署（７）浸水対策その他改修工事
⑹ 武蔵野消防署ほか４か所（７）電灯設備改修工事
⑺ 芝消防署ほか５か所（７）電灯設備改修工事
⑻ 板橋消防署（７）浸水対策工事
⑼ 成城消防署（７）浸水対策工事
⑽ 牛込消防署（７）浸水対策工事
⑾ 世田谷消防署（７）浸水対策工事
⑿ 東京消防庁日本堤消防署長指定・若草待機宿（７）改築電気設備工事
⒀ 東京消防庁日本堤消防署長指定・若草待機宿舎（７）改築給排水衛生
設備その他工事
⒁ 赤羽消防署志茂出張所旧庁舎敷地（７）地中埋設物撤去工事（その
２）
⒂ 小石川消防署老松出張所ほか４か所（７）太陽光発電設備その他改修
工事
⒃ 板橋消防署（７）石綿除去その他改修工事
⒄ 浅草消防署（７）建築改修工事
⒅ 東京消防庁旧若林単身待機宿舎（７）解体工事
⒆昭島消防署ほか3か所(７)太陽光発電設備その他改修工事
(20) 本郷消防署駒込出張所（７）外壁その他改修工事
(21) 昭島消防署大神出張所（７）外壁その他改修工事
(22) 八王子消防署由木分署（７）外壁その他改修工事
(23) 本郷消防署駒込出張所（７）太陽光発電設備その他改修工事
(24) 平井家族待機宿舎（７）建築改修工事
(25) 荻窪消防署久我山出張所ほか１か所(7)太陽光発電設備その他改修工
事
(26) 平井家族待機宿舎（７）電気設備改修工事
(27) 平井家族待機宿舎（７）給排水衛生設備改修工事
(28) 東京消防庁小金井消防署庁舎（７）外壁その他改修工事
(29) 東玉川家族待機宿舎（７）建築改修工事
(30) 豊島消防署巣鴨出張所（７）空調設備その他改修工事
(31) 東京消防庁小金井消防署庁舎（７）電気設備改修工事
(32) 東玉川家族待機宿舎(７)電気設備改修工事
(33) 昭島消防署大神出張所(７)太陽光発電設備その他改修工事
(34) 東玉川家族待機宿舎（７）給排水衛生設備その他改修工事
(35) 装備工場（７）電気設備改修工事
(36) 東京消防庁小金井消防署庁舎（７）空調設備改修工事
以上３６件の金入り内訳書（共通費計算書含む）

R8.2.17 R8.3.21 1119 ●
東京消防庁
総務部施設

課



2 R8.2.24 R8.3.4

⑴　東京消防庁葛西消防署庁舎（７）空調設備その他改修工事
⑵　東京消防庁小金井消防署庁舎（７）空調設備改修工事
⑶　東京消防庁装備工場（７）空調設備改修工事
⑷　東玉川家族待機宿舎（７）給排水衛生設備その他改修工事
以上４件の共通費算定書、代価表及び見積比較表

346 ●
東京消防庁
総務部施設
課

3 R8.2.24 R8.3.4

⑴　昭島消防署（６）電気設備改修工事（その２）
⑵　本郷消防署駒込出張所（７）太陽光発電設備その他改修工事
⑶　東玉川家族待機宿舎（７）電気設備改修工事
⑷　昭島消防署大神出張所（７）太陽光発電設備その他改修工事
⑸　日本堤消防署今戸出張所（７）太陽光発電設備その他改修工事
以上５件の金入り内訳書、特記仕様書、図面、最低制限価格算定書及び最
低制限価格算定基礎金額表

344 ●
東京消防庁
総務部施設
課

4 R8.2.25 R8.3.4
⑴　赤羽消防署西が丘出張所（７）空調設備改修工事
⑵　東京消防庁本所消防署東駒形出張所旧庁舎（７）解体工事
以上２件の金入り内訳書（諸経費計算書含む）

53 ●
東京消防庁
総務部施設
課

5 R8.2.27 R8.3.9
東京消防庁本所消防署東駒形出張所仮庁舎（５）新築工事その２の工事成
績評定通知書

1 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるため

東京消防庁
総務部施設
課

6 R8.3.3 R8.3.4
⑴　東京消防庁西新井消防署本木出張所旧庁舎（７）解体工事
⑵　石神井消防署関町出張所（７）外壁その他改修工事
以上２件の金入り内訳書（諸経費計算書含む）

61 ●
東京消防庁
総務部施設
課

⑴ 東京消防庁田園調布消防署久が原出張所旧庁舎（７）解体工事
⑵ 西東京消防署（７）給排水衛生設備改修工事
⑶ 東京消防庁旧双葉町都職員住宅（７）解体工事
⑷ 丸の内消防署有楽町出張所仮庁舎(7)改修工事
⑸ 志村消防署（７）浸水対策その他改修工事
⑹ 武蔵野消防署ほか４か所（７）電灯設備改修工事
⑺ 芝消防署ほか５か所（７）電灯設備改修工事
⑻ 板橋消防署（７）浸水対策工事
⑼ 成城消防署（７）浸水対策工事
⑽ 牛込消防署（７）浸水対策工事
⑾ 世田谷消防署（７）浸水対策工事
⑿ 東京消防庁日本堤消防署長指定・若草待機宿（７）改築電気設備工事
⒀ 東京消防庁日本堤消防署長指定・若草待機宿舎（７）改築給排水衛生
設備その他工事
⒁ 赤羽消防署志茂出張所旧庁舎敷地（７）地中埋設物撤去工事（その
２）
⒂ 小石川消防署老松出張所ほか４か所（７）太陽光発電設備その他改修
工事
⒃ 板橋消防署（７）石綿除去その他改修工事
⒄ 浅草消防署（７）建築改修工事
⒅ 東京消防庁旧若林単身待機宿舎（７）解体工事
⒆昭島消防署ほか3か所(７)太陽光発電設備その他改修工事
(20) 本郷消防署駒込出張所（７）外壁その他改修工事
(21) 昭島消防署大神出張所（７）外壁その他改修工事
(22) 八王子消防署由木分署（７）外壁その他改修工事
(23) 本郷消防署駒込出張所（７）太陽光発電設備その他改修工事
(24) 平井家族待機宿舎（７）建築改修工事
(25) 荻窪消防署久我山出張所ほか１か所(7)太陽光発電設備その他改修工
事
(26) 平井家族待機宿舎（７）電気設備改修工事
(27) 平井家族待機宿舎（７）給排水衛生設備改修工事
(28) 東京消防庁小金井消防署庁舎（７）外壁その他改修工事
(29) 東玉川家族待機宿舎（７）建築改修工事
(30) 豊島消防署巣鴨出張所（７）空調設備その他改修工事
(31) 東京消防庁小金井消防署庁舎（７）電気設備改修工事
(32) 東玉川家族待機宿舎(７)電気設備改修工事
(33) 昭島消防署大神出張所(７)太陽光発電設備その他改修工事
(34) 東玉川家族待機宿舎（７）給排水衛生設備その他改修工事
(35) 装備工場（７）電気設備改修工事
(36) 東京消防庁小金井消防署庁舎（７）空調設備改修工事
以上３６件の金入り内訳書（共通費計算書含む）

R8.2.17 R8.3.21 1119 ●
東京消防庁
総務部施設

課



7 R8.3.4 R8.3.12

⑴　石神井消防署関町出張所（７）外壁その他改修工事
⑵　玉川消防署用賀出張所別館外壁改修工事
⑶　東京消防庁小金井消防庁舎（７）外壁その他改修工事
⑷　本郷消防署（7）２階便所改修工事
⑸　金町消防署水元出張所（7）内装その他改修工事
⑹　荻窪消防署訓練棟改修工事
⑺　杉並消防署高円寺出張所地下１階休養・休憩室その他改修工事
以上７件の金入り内訳書及び特記仕様書

370 ●
東京消防庁
総務部施設
課

8 R8.3.9 R8.3.18
日本堤消防署今戸出張所（７）外壁その他改修工事の金入り内訳書（諸経
費計算書含む）

20 ●
東京消防庁
総務部施設
課

9 R8.3.10 R8.3.19

⑴　東玉川家族待機宿舎（７）電気設備改修工事
⑵　東京消防庁小金井消防署庁舎（７）電気設備改修工事
⑶　装備工場（７）電気設備改修工事
⑷　東京消防庁第十消防方面訓練場（７）新築電気設備工事
⑸　日本堤消防署今戸出張所（７）太陽光発電設備その他改修工事
以上５件の金入り内訳書、代価表、共通費算定書及び共通費率算定書

330 ●
東京消防庁
総務部施設
課

10 R8.3.17 R8.3.27
成城消防署烏山出張所（７）空調設備その他改修工事の金入り内訳書（諸
経費計算書含む）

46 ●
東京消防庁
総務部施設
課



11 R8.3.18 R8.3.25

⑴　芝消防署ほか５か所（７）電灯設備改修工事
⑵　昭島消防署ほか３か所（７）太陽光発電設備その他改修工事
⑶　東京消防庁小金井消防署庁舎（７）電灯設備改修工事
⑷　豊島消防署巣鴨出張所（７）空調設備その他改修工事
以上４件の共通費算定書
⑸　東京消防庁池袋消防署長崎出張所庁舎（７）改築電気設備工事
⑹　小石川消防署老松出張所ほか４か所（７）太陽光発電設備その他改修
工事
⑺　平井家族待機宿舎（７）電気設備改修工事
⑻　東京消防庁葛西消防署庁舎（７）空調設備その他改修工事
⑼　東京消防庁荏原消防署小山出張所（仮称）庁舎（７）改築電気設備工
事
⑽　東京消防庁小金井消防署庁舎（７）空調設備改修工事
⑾　東京消防庁第十消防方面訓練場（７）新築電気設備工事
⑿　日本堤消防署今戸出張所（７）太陽光発電設備その他改修工事
⒀　赤羽消防署西が丘出張所（７）空調設備改修工事
以上９件の特記仕様書及び共通費算定書

376 ●
東京消防庁
総務部施設
課



12 R8.2.18 R8.3.3
〇（○区〇丁目〇番〇号〇階）に係る消防計画作成（変更）届出書一式
（○○)

38 ● ● ●

（７条２号）
氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
（７条４号）
印影の情報は、偽造等の犯罪に悪用され、財産
が脅かされるおそれがあるため

東京消防庁
予防部防火
管理課

13 R8.2.20 R8.3.5
○（○区○丁目○番○号○階）に係る消防計画作成（変更）届出書一式
（○）

22 ●
東京消防庁
予防部防火
管理課

14 R8.2.25 R8.3.10 ○（○市○丁目○番地○）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（○） 27 ●
東京消防庁
予防部防火
管理課

15 R8.2.25 R8.3.10
○（○市○町○丁目○番地○）に係る消防計画作成（変更）届出書一式
（○）

27 ● ●

（７条４号）
公にすることにより、患者等に対する犯罪の実
行を容易にするなど、公共の安全と秩序の維持
に支障を及ぼすおそれがあるため

東京消防庁
予防部防火
管理課

16 R8.3.3 R8.3.12

○（○区○丁目○番○号○階）に係る以下の公文書
⑴　消防計画作成（変更）届出書一式（○）
⑵　消防計画作成（変更）届出書（○）

11 ●
東京消防庁
予防部防火
管理課

17 R8.3.5 R8.3.12
○（○区○町○番地○号）に係る全体についての消防計画作成（変更）届
出書一式（○）

9 ●
東京消防庁
予防部防火
管理課



18 R8.3.11 R8.3.26
○（○区○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　事業所火災直接通報承認申請書
⑵　事業所火災直接通報承認内容変更届出書

●
請求のあった公文書は、申請及び届出された事
実が無く実施機関には、存在しない。

東京消防庁
予防部防火
管理課

19 R7.9.16 R8.3.2

①令和○年○月○日に○市○丁目○番で発生した火災に係る東京消防庁警
防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防部長
依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括表、別記様式第３８
号指揮活動表、別記様式第３９号小隊活動表、別記様式４０号小隊別活動
表、別記様式４１号部署図、別記様式４２号消防状況図、別記様式４３号
消防活動図、別記様式４５号写真ちょう付票及び別記様式４６号記録表
②令和○年○月○日に○区○丁目○番○号で発生した火災に係る東京消防
庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防
部長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括表、別記様式第
３８号指揮活動表、別記様式第３９号小隊活動表、別記様式４１号部署
図、別記様式４２号消防状況図、別記様式４３号消防活動図及び別記様式
４５号写真ちょう付票及び別記様式４６号記録表
③令和○年○月○日に○区○丁目○番○号で発生した火災に係る東京消防
庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防
部長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括表、別記様式第
３８号指揮活動表、別記様式第３９号小隊活動表、別記様式４０号小隊別
活動表、別記様式４１号部署図、別記様式４２号消防状況図、別記様式４
３号消防活動図、別記様式４５号写真ちょう付票及び別記様式４６号記録
表
④令和○年○月○日に○区○三丁目○番で発生した火災に係る東京消防庁
警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防部
長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括表、別記様式第３
８号指揮活動表、別記様式第３９号小隊活動表、別記様式４０号小隊別活
動表、別記様式４１号部署図、別記様式４２号消防状況図、別記様式４３
号消防活動図、別記様式４５号写真ちょう付票及び別記様式４６号記録表
⑤令和○年○月○日に○区○丁目○番で発生した火災に係る東京消防庁警
防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防部長
依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括表、別記様式第３８
号指揮活動表、別記様式第３９号小隊活動表、別記様式４０号小隊別活動
表、別記様式４１号部署図、別記様式４２号消防状況図、別記様式４３号
消防活動図、別記様式４５号写真ちょう付票及び別記様式４６号記録表
⑥令和○年○月○日に○区○丁目○番○号で発生した火災に係る○○

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、個人の権利利益を害するおそ
れがあるため
（７条６号）
他に知られることはないという状況下でなされ
た供述により得られた情報であり、公にするこ
とにより、都民等からの消防活動に対する信用
を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災
関係資料の入手が困難となり、今後の消防活動
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
この情報は消防活動における安全管理の体制を
検証するために必要な、事実関係について記載
されているものであって、内容として出場した
消防職員の行動について、当事者から提供され
た率直な情報により構成されたものである。公
にすることにより、消防活動における安全管理
体制の検証をするにあたって、率直な意見交換
に基づく検討をすることに支障が生じ、かつ、
当事者が情報を提供することを躊躇するおそれ
があるため

東京消防庁
警防部警防

課
● ● ● ●404



20 R8.1.21 R8.3.9

令和○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番○号の火災出場に係る東
京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６
号警防部長依命通達）別記様式第３５号消防活動総括表及び別記様式第３
９号小隊活動表（○）

3 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、個人の権利利益を害するおそ
れがあるため
（７条６号）
他に知られることはないという状況下でなされ
た供述により得られた情報であり、公にするこ
とにより、都民等からの消防活動に対する信用
を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災
関係資料の入手が困難となり、今後の消防活動
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

東京消防庁
警防部警防
課

21 R8.1.16 R8.3.12

令和○年○月○日○時○分覚知、○区○町○丁目○番○号の火災に係る東
京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６
号警防部長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括表、別記
様式第３７号消防活動報告、別記様式第３８号指揮活動表、別記様式第３
９号小隊活動表、別記様式４５号写真ちょう付票及び別記様式４６号記録
表

12 ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、個人の権利利益を害するおそ
れがあるため
（７条４号）
犯罪の予防、その他公共の安全と秩序の維持に
支障を及ぼすおそれがあると認められるため

東京消防庁
警防部警防
課

22 R8.1.25 R8.3.24

令和○年○月○日に○区○丁目○番○号で発生した火災に係る東京消防庁
警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防部
長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括表、別記様式第３
８号指揮活動表及び別記様式第４８号出場表

35 ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、個人の権利利益を害するおそ
れがあるため

東京消防庁
警防部警防
課



24 R8.3.17 R8.3.30 ○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番の○に関する無線交信記録 ●

当該公文書は、対象公文書は、総合指令室室内
規第２０条別表第７に基づき、保存期間が１年
未満（３か月）の公文書であるため、廃棄済み
であり存在しない。

東京消防庁
警防部総合
指令室

１　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
２　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
３　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
４　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
５　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
６　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
７　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
８　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
９　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警防
規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１０　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１１　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１２　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１３　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１４　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１５　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１６　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１７　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１８　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
１９　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
２０　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
２１　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告
２２　○年○月○日○時○分覚知、○区○丁目○番に係る、東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式４７号ＰＡ連携活動報告

22 ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、個人の権利利益を害するおそ
れがあるため

東京消防庁
警防部警防

課
23 R7.11.13 R8.3.23



25 R8.1.5 R8.3.10 （仮称）○町計画新築工事に係る危険物仮取扱い承認申請書及び審査書 18 ● ●
（７条２号）
氏名の情報は、個人に関する情報で特定の個人
を識別することができるものであるため

東京消防庁
予防部危険
物課

26 R8.1.29 R8.3.5
少量危険物貯蔵取扱所設置届出書（○）
検査結果通知書（○） 62 ● ● ●

（７条２号）
氏名及び印影の情報は、個人に関する情報で特
定の個人を識別することができるものであるた
め
（７条４号）
印影の情報は、公にすることにより、犯罪の予
防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及
ぼすおそれがあるため
危険物の製造所等に係る情報であり、公にする
ことによりテロ等の犯罪の標的となるおそれが
あるため

東京消防庁
予防部危険
物課

27 R8.2.17 R8.3.2 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書（○） 8 ● ● ●

（７条２号）
氏名及び印影の情報は、個人に関する情報で特
定の個人を識別することができるものであるた
め
（７条４号）
印影の情報は、公にすることにより、犯罪の予
防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及
ぼすおそれがあるため

東京消防庁
予防部危険
物課

28 R7.2.18 R8.3.2

○（○区○町○丁目○番○号）に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点
検結果報告書（○）
⑴　別記様式第１　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
⑵　別記様式第２　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表
（その１）
⑶　別記様式第１１　自動火災報知設備点検票

7 ●
東京消防庁
予防部査察
課



29 R8.2.18 R8.3.2

⑴　○（○区○町○丁目○番○号）に係る防火対象物点検結果報告書
⑵　○（○区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書及び防火対象物点検結果報告書
⑶　○（○区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書及び防火対象物点検結果報告書
⑷　○（○区○町○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点
検結果報告書及び防火対象物点検結果報告書

●
当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関に
は存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課



30 R8.2.25 R8.3.2
○（○市○町○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書

●
当該公文書は、届出の事実がなく実施機関では
取得しておらず、存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

31 R8.2.19 R8.3.3
○(○区○町○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検
結果報告書(○)

20 ● ●

（７条３号）
事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該事業を営む個人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な
地位が損なわれると認められるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

32 R8.2.20 R8.3.3
○（○区○丁目○番○号）に係る最新とその直前の消防用設備等（特殊消
防用設備等）点検結果報告書

●

当該公文書は、平成３０年１１月１５日に受理
した保存期間１年の公文書であるため、令和２
年度に廃棄済みであり、実施機関に存在しな
い。「その直前に提出されたもの」について
は、届出の事実がなく実施機関では取得してお
らず、存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

33 R8.2.5 R8.3.4

○（○区○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　立入検査結果通知書（○）
⑵　令和８年１月○日実施の立入検査検討事項及び立入検査結果

4 ● ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課



34 R8.2.5 R8.3.4

⑴　○（○区○丁目○番○号）に係る改修（計画）報告書（○）
⑵　東京消防庁査察規程事務処理要綱（令和３年３月２３日予防部長依命
通達）、別記３（第１７関係）、１　政令対象物における検査着眼項目、
⑴　特Ａ区分、Ａ区分査察対象物

3 ●
東京消防庁
予防部査察
課

35 R8.2.6 R8.3.4
○（○区○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　立入検査結果通知書（○）
⑵　令和８年１月○日実施の立入検査検討事項及び立入検査結果

4 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

36 R8.2.6 R8.3.4

⑴　東京消防庁査察規程事務処理要綱（令和３年３月２３日予防部長依命
通達）、別記３（第１７関係）、１　政令対象物における検査着眼項目、
⑴　特Ａ区分、Ａ区分査察対象物
⑵　○（○区○丁目○番○号）に係る改修（計画）報告書（○）

3 ●
東京消防庁
予防部査察
課

37 R8.2.27 R8.3.9
○（○町○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報
告書（○）

33 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

38 R8.2.25 R8.3.10 ○（○市○町○丁目○番○号）に係る立入検査結果通知書（○） 5 ●
東京消防庁
予防部査察
課



39 R8.2.13 R8.3.12 ○(○区○丁目○番○号)に係る立入検査結果通知書(○) 12 ● ●

（７条３号）
事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該事業を営む個人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な
地位が損なわれると認められるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

40 R8.2.13 R8.3.12

○(○区○丁目○番○号)に係る以下の公文書
⑴　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
⑵　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
⑶　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
⑷　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
⑸　立入検査結果通知書(○)事業所名「○」
⑹　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」

16 ●
東京消防庁
予防部査察
課

41 R8.2.13 R8.3.12

○(○区○丁目○番○号)に係る以下の公文書
⑴　事業所名「○」に係る立入検査結果通知書
⑵　事業所名「○」に係る立入検査結果通知書
⑶　事業所名「○」に係る立入検査結果通知書
⑷　事業所名「○」に係る立入検査結果通知書

●

⑴　１⑴から⑶までに係る公文書は、作成の事
実がなく、実施機関には存在しない。
⑵　１⑷に係る公文書は、○年○月○日に交付
した３年保存の公文書であるため、○年度に廃
棄済みであり、実施機関には存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

42 R8.3.2 R8.3.12
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書(○)

16 ● ●

（７条３号）
事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該事業を営む個人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な
地位が損なわれると認められるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課



43 R8.3.5 R8.3.13
○（○市○町○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書

●
当該公文書は、届出の事実がなく実施機関では
取得しておらず、存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

44 R8.3.6 R8.3.13
○（○市○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（○）
⑵　立入検査結果通知書（○交付）

13 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条３号）
事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該事業を営む個人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な
地位が損なわれると認められるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

45 R7.3.10 R8.3.19
○（○区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（○）

16 ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるものであるた
め

東京消防庁
予防部査察
課

46 R８.3.10 R8.3.19
○（○市○町○番地○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（○）

10 ● ●

（７条３号）
法人等に関する情報であって、公にすることに
より、当該法人等の地位が損なわれると認めら
れるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

47 R８.3.10 R8.3.19
○（○市○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（○）

27 ●
東京消防庁
予防部査察
課



48 R８.3.10 R8.3.19
○（○市○町○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書（○）

15 ●
東京消防庁
予防部査察
課

49 R８.3.17 R8.3.19
○（○区○町○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書（○）

7 ●
東京消防庁
予防部査察
課

50 R８.3.12 R8.3.23
○（○区○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
⑵　防火対象物点検結果報告書

●

⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結
果報告書は、○年○月○日に受理した保存期間
１年の公文書であるため、令和７年度に廃棄済
みであり、実施機関には存在しない。
⑵　防火対象物点検結果報告書は、届出の事実
がなく、実施機関には存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

51 R7.3.13 R8.3.23
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書(○)

21 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条３号）
事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該事業を営む個人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な
地位が損なわれると認められるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

52 R7.3.16 R8.3.24
○（○区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書

●
当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関に
は存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課



53 R8.3.9 R8.3.26
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書

●
当該公文書は、○年○月○日に受理した保存期
間が３年の公文書であるため、廃棄済みであ
り、実施機関に存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

54 R8.3.11 R8.3.26
○（○区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（○）

17 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるものであるた
め。
（７条４号）
公にすることにより、内部への侵入や窃盗等の
犯罪の実行を容易にし、犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。

東京消防庁
予防部査察
課

55 R8.3.11 R8.3.26
○（○区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書

●
当該公文書は、保存期間経過のため、廃棄済み
であり、存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

56 R8.3.17 R8.3.26
○（○市○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書

●
当該公文書は、○年○月○日に受理した保存期
間１年の公文書であるため、廃棄済みであり、
実施機関に存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

57 R8.3.17 R8.3.27
○(○区○目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報
告書及び防火対象物点検結果報告書

●
当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関に
は存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課



58 R8.3.17 R8.3.27
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書及び防火対象物点検結果報告書

●
当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関に
は存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

59 R8.3.17 R8.3.27
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書及び防火対象物点検結果報告書

●
当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関に
は存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

60 R8.3.23 R8.3.27
○（○区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（○）

21 ●
東京消防庁
予防部査察
課

61 R8.3.23 R8.3.27
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書(○)

4 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条３号）
事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該事業を営む個人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な
地位が損なわれると認められるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

62 R8.3.13 R8.3.30

○(○区○丁目○番○号)に係る以下の公文書
⑴　立入検査結果通知書(○交付)
⑵　立入検査結果通知書(○交付)(事業所名　○)
⑶　立入検査結果通知書(○交付)(事業所名　○)
⑷　改修(計画)報告書(○)
⑸　改修(計画)報告書(○)(事業所名　○)

11 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課



63 R8.3.13 R8.3.31
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書(○)

10 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部査察
課

64 R8.3.27 R8.3.31
○(○区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果
報告書(○）

19 ●
東京消防庁
予防部査察
課

65 R8.2.19 R8.3.2

○（○市○－○－○）に係る以下の公文書
1　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）に添付されてい
る系統図及び平面図
2　工事整備対象設備等着工届出書（○）に添付されている配置図
3　消防用設備等着工届出書（○）に添付されている配管損失水頭計算書
及び系統図

20 ●
東京消防庁
予防部予防
課

66 R8.2.4 R8.3.2

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
1　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）
2　工事整備対象設備等着工届出書（○）

28 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課



67 R8.2.18 R8.3.2
○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（○）
に添付されている工事概要並びに配置図、１階平面図及び立面図

8 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

68 R8.2.18 R8.3.3
○（○区○－○－○）の下北沢楽器に係る防火対象物使用開始届出書
（○）

4 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部予防
課

69 R8.2.17 R8.3.5 ○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（○） 13 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

70 R8.3.2 R8.3.6

○（○区○町○－○－○）に係る以下の公文書
1　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）
2　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）

24 ●
東京消防庁
予防部予防
課

71 R8.2.27 R8.3.6

○（○区○町○－○－○）に係る以下の公文書（個
人情報及び印影を除く）
1　消防用設備等設置届出書（○）の鑑
2　消防用設備等設置届出書（○）の鑑
3　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）の鑑
4　消防用設備等設置届出書（○）の鑑
5　消防用設備等設置届出書（○）の鑑
6　消防用設備等設置届出書（○）の鑑

6 ●
東京消防庁
予防部予防
課



72 R8.2.24 R8.3.6

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
1　防火対象物使用開始届出書（○）の鑑及び平面図
2　防火対象物使用開始届出書（○）の鑑及び平面図
3　防火対象物使用開始届出書（○）の鑑及び平面図

10 ●
東京消防庁
予防部予防
課

73 R8.2.27 R8.3.6

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
１　建築申請調査書（○）
２　防火対象物使用（変更）届出書（○）

12 ●
東京消防庁
予防部予防
課

74 R8.2.18 R8.3.6

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
1　防火対象物使用（変更）届出書その１（○）の案内図（配置図含
む）、求積図、平面図、立面図及び断面図並びに設備図及び機器図
2　消防用設備等設置届出書（○）に添付されている機器図、系統図及び
平面図
3　消防用設備等設置届出書（○）に添付されている平面図
4　消防用設備等設置届出書（○）に添付されている平面図、立面図及び
断面図

75 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁
予防部予防
課

75 R8.2.2 R8.3.6

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
１　基準の特例等適用申請書（○）及び調査書
２　防火対象物使用開始届出書（○）及び調査書

39 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部予防
課

76 R8.2.24 R8.3.6
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）

9 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁
予防部予防
課



77 R8.2.20 R8.3.9
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等設置届出書（○）に添付されて
いる系統図及び平面図

4 ● ●

（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁
予防部予防
課

78 R8.2.24 R8.3.9 ○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届出書（○） 5 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部予防
課

79 R8.1.5 R8.3.10

１　○区○町計画
 公文書名

⑺ 危険物仮取扱い承認申請書（○）
⑻ 審査書（仮取扱い承認申請について）○）
２　○新築工事
 公文書名

207 ● ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため
公にすることにより、建物内部への侵入、窃盗
及びテロ行為等を容易に実行するなど、公共の
安全と諸外国との秩序の維持に支障を及ぼす恐
れがあると認められるため
（７条５号）
都の機関における内部の検討に関する情報で
あって、公にすることにより、未成熟な情報が
確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じ
させるおそれがあり、意思決定の中立性が不当
に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益
を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるた
め

東京消防庁
予防部予防
課

80 R8.2.20 R8.3.10

○区○町計画（○区○町○－○）の建築基準法第４８条第５項ただし書の
許可及び東京都建築安全条例第１０条第１項の認定に関して、当該計画地
で出向及び確認した事実が分かる文書（出張命令書、復命書、現地確認記
録及び調査報告書並びに業務日誌等）

●
当該文書は実施機関で作成及び取得していない
ため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課



81 R8.2.27 R8.3.10

○（○市○－○－○）に係る以下の公文
　書
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）の平面図
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）の平面図
３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）の平面図
４　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）の平面図

22 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため

東京消防庁
予防部予防
課

82 R8.2.26 R8.3.10 ○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書（○） 9 ● ● ●

この情報は、特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため、条例第７条第
２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物
内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にす
るなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると
認められるため、条例第７条第４号に該当する

東京消防庁
予防部予防
課

83 R8.3.4 R8.3.12
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）

26 ●
東京消防庁
予防部予防
課

84 R8.2.19 R8.3.12

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
1　消防用設備等設置届出書（○）に添付されている系統図及び平面図
2　消防用設備等着工届出書（○）に添付されている案内図、系統図、平
面図、面積算定図、立面図及び断面図

33 ● ● ●

（７条２号）
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするな
ど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認め
られるため

東京消防庁
予防部予防
課



85 R8.2.13 R8.3.12

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
１　防火対象物使用（変更）届出書その１（○）の鑑、平面図及び立面図
２　防火対象物使用開始届出書（○）の平面図
３　防火対象物使用開始届出書（○）の鑑及び平面
４　防火対象物使用開始届出書（○）の鑑及び平面図
５　防火対象物使用開始届出書（○）の鑑及び平面図
６　防火対象物使用開始届出書（○）の鑑及び平面図
７　防火対象物使用（変更）届出書その１（○）の鑑、平面図、立面図及
び断面図
８　立入検査結果通知書(○交付)
９　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
10　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
11　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
12　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
13　立入検査結果通知書(○交付)事業所名「○」
14　立入検査結果通知書(○日交付)事業所名「○」

69 ● ● ● ●

（７条２号）
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするな
ど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認め
られるため

東京消防庁
予防部予防
課

86 R8.3.2 R8.3.12 ○（○区○－○－○）に係る昭和６３頃の防火対象物使用開始届出書 ●
当該公文書は実施機関に届出されていないた
め、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課

87 R8.2.26 R8.3.12

○（○区○町○－○）に係る以下の公文書
1　防火対象物使用（変更）届出書その１（○）の配置図、案内図、平面
図及び立面図
2　消防用設備等設置届出書（○）（消火器）の鑑、配置図及び平面図
3　消防用設備等設置届出書（○）（非常警報設備）の鑑及び平面図
4　消防用設備等設置届出書（○）の（避難設備）鑑並びに平面図、立面
図、配置図及び求積図
5　消防用設備等設置届出書（○）の（誘導灯）鑑及び平面図

64 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

88 R8.3.3 R8.3.12 ○（○区○）に係る　消防用設備等設置届出書（○） 53 ● ●

（７条４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするな
ど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認め
られるため

東京消防庁
予防部予防
課



89 R8.2.4 R8.3.13

１　○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
 文書名

知設備

管、スプリンクラー設備

２　○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
 文書名

備

214 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

90 R8.2.27 R8.3.13 ○（○区○－○－○）に係る消防用設備等設置届出書（○） 11 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

91 R8.3.2 R8.3.13
○（○市○町○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１
（○）の平面図及び立面図

28 ● ● ●

（７条２号）
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁
予防部予防
課



92 R8.3.3 R8.3.16 ○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書（○） 25 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

93 R8.3.6 R8.3.17

1　○（○－○－○）に係る防火対象物使用開始届出書（○）
2  ○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１
（○）

15 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

94 R8.3.6 R8.3.17
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）

12 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため

東京消防庁
予防部予防
課

95 R8.3.12 R8.3.24

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
１　消防用設備等設置届出書（○）
２　消防用設備等着工届出書（○）

16 ●
東京消防庁
予防部予防
課

96 R8.3.12 R8.3.24 ○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届出書（○） 1 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため

東京消防庁
予防部予防
課



97 R8.3.11 R8.3.24
○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（○）
の平面図及び立面図

16 ● ● ●

（７条２号）
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁
予防部予防
課

98 R8.3.4 R8.3.24
○（○区○－○－○）に係る竣工時に提出された非常用発電機の消防用設
備等設置届出書

●
当該公文書は実施機関において保存期間が経過
しており、現在は廃棄済みであるため、存在し
ない。

東京消防庁
予防部予防
課

99 R8.3.2 R8.3.24

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
１　防火対象物使用開始届出書（○）
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）
３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）
４　住宅用火災警報器設置届出書（○）

67 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

100 R8.3.16 R8.3.24
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等設置届出書（○）の検査結果書
及び鑑並びに平面図（地下１階及び１階）及び系統図

10 ●
東京消防庁
予防部予防
課

101 R8.3.12 R8.3.24
○（○　○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１
（○）の鑑及び平面図

169 ●
東京消防庁
予防部予防
課

102 R8.3.10 R8.3.26
○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届出書（○）の地下４階
の平面図

1 ● ● ●

（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、人の生命、
身体及び財産等の安全を脅かすおそれがあると
認められるため

東京消防庁
予防部予防
課



103 R8.3.17 R8.3.26

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）鑑、系統図及び
平面図
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）鑑、系統図及び
平面図
３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）鑑、系統図及び
平面図
４　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）鑑及び平面図

11 ●
東京消防庁
予防部予防
課

104 R8.3.10 R8.3.26
○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（○）
の鑑、平面図及び立面図

5 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

105 R8.3.11 R8.3.26

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
1　防火対象物使用（変更）届出書その１（○）の立面図及び平面図
2　消防用設備等設置届出書（○）の盤結線図及び電灯コンセント設備図
（誘導灯）

1 ● ● ● ●

（７条２号）
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条４号）この情報は、公にすることによ
り、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を
容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれ
があると認められるため

○（○区○－○－○）に係る以下の文書は実施
機関で取得されていないため、存在しない。
１　竣工時の防火対象物使用開始届出書の断面
図
２　竣工時の自動火災報知設備及び連結送水管
に関する消防用設備等設置届出書に添付されて
いる設備系統図及び平面図

東京消防庁
予防部予防
課

106 R8.3.3 R8.3.26
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）の平面図

46 ●
東京消防庁
予防部予防
課

107 R8.3.16 R8.3.26 ○（○区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届出書（○）の鑑 1 ●
東京消防庁
予防部予防
課

108 R8.3.17 R8.3.26

○（○市○－○－○）に係る以下の公文書
1　防火対象物使用開始届出書（○）
2　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）
3　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）
4　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）

51 ●
東京消防庁
予防部予防
課



109 R8.3.11 R8.3.26

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
 文書名
１ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）自動火災報知設
備
２ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）連結送水管
３ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書（○）のアイソメ
図、配置図及び平面図（連結送水管）
４ 消防用設備等設置届出書（○）消火器
５ 消防用設備等設置届出書（○）連結送水管
６ 消防用設備等設置届出書（○）自動火災報知設備
７ 消防用設備等着工届出書（○）の電源系統標準図、機器図及び平面図
（自動火災報知設備）

60 ● ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書は実
施機関において保管期間が経過しており、現在
は廃棄済みであるため、存在しない。
1　竣工時の防火対象物使用開始届出書
2　電気設備設置（変更）届出書

東京消防庁
予防部予防
課

110 R8.3.16 R8.3.26 ○（○区○－○－○）に係る基準の特例適用通知書（○） 1 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため

東京消防庁
予防部予防
課

111 R8.3.13 R8.3.26
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）

12 ●
東京消防庁
予防部予防
課

112 R8.3.9 R8.3.26
○（○　○区○－○－○）に係る以下の防火対象物使用（変更）届出書そ
の１（○）の平面図

2 ● ● ●

（７条２号）
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁
予防部予防
課

113 R8.3.13 R8.3.27
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）

16 ● ● ●

（７条２号）
特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条４号）
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安
全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁
予防部予防
課



114 R8.3.11 R8.3.27
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）の平面図及び系統図

5 ●
東京消防庁
予防部予防
課

115 R8.3.13 R8.3.30

○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
１　防火対象物（変更）届出書その１（○）
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）
３　立入検査結果通知書（○）
４　工事整備対象設備等着工届出書（○）
５　立入検査結果通知書（○）（事業所名　○）
６　立入検査結果通知書（○）（事業所名　○）
７　改修（計画）報告書（○）
８　改修（計画）報告書（○）（事業所名　○）

28 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

116 R8.3.10 R8.3.31
○（○区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
書（○）

6 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため

東京消防庁
予防部予防
課

117 R8.3.17 R8.3.31
○（○区○－○－○）に係る以下の公文書
1　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）の鑑
2　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（○）の鑑

2 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため

東京消防庁
予防部予防
課

118 R8.8.1 R8.3.9
⑴○書
⑵○の送付について（通知）

1412 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条３号）
法人の持つ情報財産を把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他
社会的地位が損なわれると認められるため

東京消防庁
装備部装備
課



119 R8.12.24 R8.3.2
 火災調査書類（○）のうち、火災調査書、出火原因判定書、火災出場時
における見分調査書、現場見分調査書、質問調査書、延焼状況等調査書、
出火建物・避難状況等調査書、建物・収容物損害調査書

54 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるものであるた
め
（７条６号）
他に知られることはないという状況の下に任意
に得られた情報であり、公にすることにより、
都民等からの火災調査に対する信用を失墜さ
せ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料
の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
開示することにより、出火原因を判定するため
の必要な事項が明らかとなり、火災関係者等が
それを知っていた場合、出火原因の判定に不可
欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿すること
などが予想され、火災現場の状況や関係者の証
言等を基に出火原因を判定するという当該事務
の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため

東京消防庁
予防部調査
課

120 R8.1.5 R8.3.2 火災調査書類（○）のうち、火災調査書及び出火原因判定書 7 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条６号）
他に知られることはないという状況の下に任意
に得られた情報であり、公にすることにより、
都民等からの火災調査に対する信用を失墜さ
せ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料
の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

東京消防庁
予防部調査
課



121 R8.1.5 R8.3.6
 火災調査書類（○）のうち、火災調査書、出火原因判定書、現場見分調
査書（第１回）、現場見分調査書（第２回）及び鑑識見分調査書

55 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるものであるた
め
（７条６号）
他に知られることはないという状況の下に任意
に得られた情報であり、公にすることにより、
都民等からの火災調査に対する信用を失墜さ
せ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料
の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
当庁が行う火災調査事務に関する情報であっ
て、開示することにより、出火原因を判定する
ための必要な事項が明らかとなり、火災関係者
等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に
不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿する
ことなどが予想され、火災現場の状況や関係者
の証言等を基に出火原因を判定するという当該
事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

東京消防庁
予防部調査
課

122 R8.1.6 R8.3.2  火災調査書類（○）のうち、火災調査書 2 ● ● ●

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人
を識別することができるものであるため、条例
第７条第２号に該当する。
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人
を識別することはできないが、公にすることに
より、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るものであるため、条例第７条第２号に該当す
る。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという
状況の下に任意に得られた情報であり、公にす
ることにより、都民等からの火災調査に対する
信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や
火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災
調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課



123 R8.1.14 R8.3.11  火災調査書類（○）のうち、火災調査書 2 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条６号）
他に知られることはないという状況の下に任意
に得られた情報であり、公にすることにより、
都民等からの火災調査に対する信用を失墜さ
せ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料
の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

東京消防庁
予防部調査
課

124 R8.1.29 R8.3.25  火災調査書類（○）のうち、火災調査書 2 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるものであるた
め
（７条６号）
他に知られることはないという状況の下に任意
に得られた情報であり、公にすることにより、
都民等からの火災調査に対する信用を失墜さ
せ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料
の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
当庁が行う火災調査事務に関する情報であっ
て、開示することにより、出火原因を判定する
ための必要な事項が明らかとなり、火災関係者
等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に
不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿する
ことなどが予想され、火災現場の状況や関係者
の証言等を基に出火原因を判定するという当該
事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるた

東京消防庁
予防部調査
課



125 R8.2.9 R8.3.25  火災調査書類（○）のうち、火災調査書及び出火原因判定書 8 ● ● ●

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（７条６号）
他に知られることはないという状況の下に任意
に得られた情報であり、公にすることにより、
都民等からの火災調査に対する信用を失墜さ
せ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料
の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
当庁が行う火災調査事務に関する情報であっ
て、開示することにより、出火原因を判定する
ための必要な事項が明らかとなり、火災関係者
等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に
不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿する
ことなどが予想され、火災現場の状況や関係者
の証言等を基に出火原因を判定するという当該
事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

東京消防庁
予防部調査
課

126 R8.2.17 R8.3.2
奥多摩消防へリポート（７）電灯設備改修工事
立川広域防災基地ヘリコプター関連共同整備施設（７）航空灯火設備その
他改修工事

19 ●
東京消防庁
航空隊

127 R8.2.17 R8.3.2
消防学校幡ケ谷寮（７）空調改修工事
消防学校幡ケ谷寮（７）外壁その他改修工事 124 ●

東京消防庁
消防学校校
務課

128 R8.3.17 R8.3.27 矢口消防団第２分団本部（７）新築工事（その２） 100 ●
東京消防庁
防災部消防
団課

129 R8.1.29 R8.3.16 ○○書 ● ●

当該請求に係る公文書が存在しているか否かを
答えるだけで、東京都情報公開条例第７条第２
号に規定する特定の個人を識別することができ
る情報を開示することとなるため、同条例第１
０条に基づき、当該公文書の存否を明らかにせ
ず不開示とする。

東京消防庁
総務部総務
課

130 R8.2.13 R8.3.2
○救急出場（○分覚知）に関する様式第３５号小隊活動記録票、様式第３
６号傷病者記録票（基本情報）及び様式第３６号の２傷病者記録票（観
察・救急処置）

3 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるため

東京消防庁
救急部救急
管理課

131 R8.2.17 R8.3.10 ○救急出場（○分覚知）に関する様式第３５号小隊活動記録票 1 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるため

東京消防庁
救急部救急
管理課



132 R8.1.31 R8.3.5
⑴　防災訓練（○月期）の実施について（○）
⑵　防災訓練実施計画書（○）

14 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるため

東京消防庁
防災部防災
安全課

133 R8.1.25 R8.3.31
○結果について（報告）（○）、○決定について（通知）（○）、○書
（○）、○について（報告）（○）、別記様式第１号○（○）○

56 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるため

東京消防庁
人事部服務
監察課

134 R8.11.13 R8.3.23
○から○までの間に○区○丁目○番周辺に
出場した危険排除事案に関る消防活動記録表及び関するもの全て

8 ● ●
（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるため

東京消防庁
警防部特殊
災害課


